
 

 

公園利用者の方へ 
 
これは、本市公園におけるボール遊びの基本的な考え方です。なお、施設整備がされた下記５公園※は一部内容が異なります。 

※５公園･･･平木谷池公園、水明台第５公園、清和台中央公園、湯山台運動公園、けやき坂中央公園 

公園では、ほかの公園利用者や近隣住民への危険や迷惑にならない限りでボール遊びをすることができます。 

近隣の民家や公園の施設に損害を与えた場合は自己責任で損害賠償が発生しますので、十分な気配りと配慮が必要です。 

また、公園ごとに「個別ルール」を設けている場合もあります。「基本ルール」と合わせて、各公園の看板のルールを確認しましょう。 

みんなが安全に楽しめるようにルールを守って遊ぼうね！ 
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公園ボール遊びの基本ルール 


